
 １２ 

(別紙) 

 

開発行為許可申請（法第２９条第１項、第２項）に係る申請手数料 
 

 

開発区域の規模 自己の居住用 自己の業務用 その他（非自己用） 

           ０.１ha未満                 ９，４００円   １４，０００円   ９４，０００円 

  ０.１ha以上   ０.３ha未満   ２３，０００円   ３３，０００円  １４０，０００円 

  ０.３ha以上   ０.６ha未満   ４７，０００円   ７０，０００円  ２１０，０００円 

  ０.６ha以上   １.０ha未満   ９４，０００円  １３０，０００円  ２８０，０００円 

  １.０ha以上   ３.０ha未満  １４０，０００円  ２２０，０００円  ４２０，０００円 

  ３.０ha以上   ６.０ha未満  １９０，０００円  ２９０，０００円  ５５０，０００円 

 ６.０ha以上 １０.０ha未満  ２３０，０００円  ３７０，０００円  ７１０，０００円 

１０.０ha以上   ３３０，０００円  ５１０，０００円  ９５０，０００円 

 

 

注 上記内容は「香川県使用料、手数料条例(平成１２年４月１日改正）」に基づくものであり、条例

改正により手数料金額等が変わることがありますので注意してください。 

 


